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◎ 平成２７年度の健康保険・介護保険の料率について 

 

平成２７年度の健康保険料・介護保険料が決定しましたのでお知らせします。 

健康保険率を１，０００分の６５から７７に変更しましたので、健康保険料の収入は、１５億

６，７３７万円になり、前年度比２億３，６７３万円の増額になります。介護保険料の料率は昨

年度と同率の１，０００分の９で、介護保険料の収入は１億２，５００万円です。 

主な報酬別の被保険者の年間負担増額は、下記の通りです。 
 

記 

 
１．被保険者の年間負担増額（平成２６年度比） 

等級 標準報酬(月額) 負担増額（年間）   備 考 

２５等級 ３６万円 ２５，９２０円 新入平均額 

４０等級 ８３万円 ５９，７６０円 被保険者平均額 

４７等級 １２１万円 ８７，１２０円 最大負担額 

 

２．健康保険料率 

（１）保険料率    

 事業主負担分  １,０００分の５０．５００ 

    被保険者負担分 １,０００分の２６．５００ 

      合 計     １,０００分の７７．０００（前年度比１２．００増） 

  

（２）保険料率の明細[ ①＋②＝（１）] 

①一般保険料率 事業主負担分  １,０００分の４９．４９７ 

           被保険者負担分 １,０００分の２５．９７３ 

            合 計     １,０００分の７５．４７０（前年度比１２．１２増） 

          [内特定保険料率  １,０００分の３２．６５０] 

 

②調整保険料率 事業主負担分  １,０００分の  １．００３ 

    被保険者負担分 １,０００分の  ０．５２７ 

      合 計     １,０００分の  １．５３０（前年度比０．１２減) 

 



３．介護保険料率 

     事業主負担分  １,０００分の ４.５００ 

    被保険者負担分 １,０００分の ４.５００ 

    合 計          １,０００分の ９.０００（前年度比同率） 

 

（注1） 特定保険料率 

一般保険料の収入に対して、支出の納付金が占める比率です。料率は事業主が

１,０００分の２１．４１３、被保険者が１,０００分の１１．２３７です。 

（注2） 調整保険料率 

健保の上部組織の健保組合連合会に拠出する費用の料率です。同連合会から料

率が指示されます。健康保険料に含めて徴収をします。 

 

   

以 上 


